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�［
要
旨
］「
蝮
の
す
え
」
は
、
一
九
四
五
年
敗
戦
直
後
の
上
海
を
舞
台
と
し
て
、
敗
戦
国
の

居
留
民
の
生
き
様
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。

　
　
　

�　

本
稿
で
は
、
男
性
主
人
公
で
あ
る
辛
島
の
人
物
像
、
及
び
彼
の
死
に
注
目
し
た
い
。
戦

争
中
、
日
本
の
権
力
を
代
表
し
て
い
た
辛
島
は
、「
日
本
精
神
」
を
宣
伝
し
、
敗
戦
後
、
中

国
当
局
に
捕
ま
れ
ば
死
刑
に
な
る
と
知
り
な
が
ら
も
、
一
般
の
日
本
人
国
民
よ
り
豊
か
な

生
活
を
送
っ
て
い
た
。
部
下
の
妻
を
奪
っ
た
上
に
彼
女
を
連
れ
て
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
隠
れ

よ
う
と
し
た
。

　
　
　

�　

旧
正
月
の
五
日
目
の
夜
に
、
戦
後
の
上
海
で
、
杉
は
、
彼
女
に
頼
ま
れ
て
辛
島
を
殺
そ

う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
辛
島
は
す
で
に
彼
女
の
手
配
し
た
中
国
人
若
し
く
は
朝
鮮
人
の

殺
し
屋
に
よ
り
肉
料
理
に
使
う
刃
物
で
殺
さ
れ
た
。
辛
島
を
殺
さ
れ
な
い
場
合
、
杉
は
辛

島
に
殺
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
結
局
、「
生
き
て
行
く
こ
と
は
案
外
む
ず
か
し
く
な
い
の

か
も
知
れ
な
い
」
が
、
日
本
軍
国
主
義
の
「
権
力
」、「
歴
史
」
を
象
徴
し
た
辛
島
は
生
き

抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
杉
、
彼
女
、
病
人
の
夫
だ
け
が
日
本
に
戻
っ
て
き
た
。

　
　
　

�　

こ
の
小
説
を
発
表
し
た
一
九
四
七
年
は
、
東
京
裁
判
の
只
中
で
あ
る
。
東
京
裁
判
は
、

ア
メ
リ
カ
が
主
導
し
て
行
っ
た
裁
判
で
、
戦
犯
の
罪
は
日
本
人
自
身
で
裁
い
て
お
ら
ず
、

他
国
に
よ
っ
て
判
決
を
下
さ
れ
て
い
る
。
上
海
で
敗
戦
を
迎
え
た
泰
淳
は
支
配
者
の
立
場

か
ら
被
支
配
者
の
立
場
に
変
わ
っ
た
。
泰
淳
は
「
蝮
の
す
え
」
の
辛
島
の
死
を
通
し
て
、

戦
争
協
力
者
だ
っ
た
文
学
者
ら
に
処
罰
を
受
け
よ
う
と
発
信
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

同
時
に
、
戦
争
の
協
力
者
で
あ
っ
た
自
身
は
ど
の
よ
う
に
「
歴
史
」
を
反
省
す
べ
き
か
を

模
索
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

�［
キ
ー
ワ
ー
ド
］
…
武
田
泰
淳
、
戦
争
反
省
、
上
海
、
文
学
者
、
殺
人

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

武
田
泰
淳
（
一
九
一
二
～
一
九
七
六
年
）
の
上
海
体
験
に
つ
い
て
、
川
西
政
明
の

『
武
田
泰
淳
伝（

１
）』
に
よ
る
と
、
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
三
九
年
の
間
、
一
人
の
兵
士

と
し
て
中
国
へ
出
兵
し
た
。
一
九
四
四
年
六
月
、
上
海
へ
行
き
、
出
版
機
関
の
東
方

編
訳
館
の
出
版
主
任
と
し
て
日
本
著
書
の
中
国
語
訳
に
携
わ
り
、
翌
年
の
八
月
敗
戦

を
迎
え
た
。

　

一
九
四
六
年
四
月
、
引
揚
げ
船
で
帰
国
す
る
ま
で
、
泰
淳
の
上
海
体
験
は
、
二
つ

の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
期
は
、
上
海
に
到
着
し
て
か
ら
一
九
四
五
年

八
月
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
住
ん
で
い
た
。
最
初
は
、
滬
西
の
安
和
寺
路
に
あ
る

小
竹
文
夫
の
家
に
居
候
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
四
年
一
二
月
二
九

日
、
惇
信
路
に
あ
っ
た
福
世
花
園
十
九
号
に
移
住
し
た
。
一
九
四
五
年
八
月
、
上
海
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で
敗
戦
を
迎
え
た
当
時
、
泰
淳
の
反
応
は
『
堀
田
善
衛
上
海
日
記
滬
上
天
下

一
九
四
五（

２
）』
に
書
か
れ
て
い
る
。

私
と
武
田
氏
と
は
一
緒
に
帰
つ
た
。
帰
り
つ
い
て
も
二
人
は
一
時
黙
然
と
し
て

ゐ
た
。

や
が
て
ぽ
つ
ぽ
つ
話
し
出
し
た
時
に
、
氏
は
、
日
本
民
族
は
消
滅
す
る
か
も
し

れ
ぬ
、
そ
し
て
若
し
も
自
分
が
支
那
に
ゐ
て
生
き
残
る
こ
と
が
あ
つ
た
ら
、
嘗

て
東
方
に
国
あ
り
き
、
と
い
ふ
こ
と
を
中
国
人
に
語
り
き
か
せ
、
自
分
ら
が
こ

れ
を
語
り
つ
た
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
ふ
。（
二
三
頁
～
二
四
頁
）

　

後
期
は
、
敗
戦
か
ら
引
揚
ま
で
、《
中
国
境
内
日
本
侨
民
集
中
营
管
理
办
法（

３
）》

に

従
い
、
以
前
か
ら
上
海
に
住
ん
で
い
た
日
本
人
及
び
敗
戦
後
上
海
に
来
た
お
よ
そ

十
万
人
の
日
本
人
が
虹
口
北
四
川
路
辺
り
に
移
住
し
た
。
泰
淳
は
「
わ
が
思
索
わ
が

風
土（

４
）」
の
中
で
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。　

….

日
僑
集
中
地
区
に
追
い
込
ま
れ
る
私
の
前
途
に
何
が
あ
る
か
。「
聖
書
」
の

黙
示
録
を
よ
む
。
吹
き
な
ら
す
天
使
の
ラ
ッ
プ
の
音
に
つ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
破
滅
、

徹
底
的
な
大
滅
亡
の
予
言
が
ま
ざ
ま
ざ
と
語
ら
れ
て
い
る
。（
四
六
二
頁
）

　

虹
口
区
に
集
中
さ
れ
た
後
、
泰
淳
は
友
人
の
住
む
三
階
建
て
の
小
屋
に
居
候
さ
せ

て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
、
日
本
人
に
中
国
語
書
類
を
書
く
仕
事
、
即
ち
代
書
業
を
始

め
た
。
一
九
四
六
年
、
引
上
げ
船
に
乗
っ
て
、
日
本
に
帰
国
し
た（

５
）。

　

泰
淳
が
帰
還
前
後
の
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
八
年
ま
で
に
、
十
数
編（

６
）の

上
海
関

係
の
作
品
を
書
き
上
げ
、
さ
ら
に
二
十
年
後
の
没
直
前
に
「
上
海
の
蛍
」
を
発
表
し

た
。
そ
の
中
、
一
九
四
七
年
に
は
、「
審
判
」
と
「
蝮
の
す
え
」
二
つ
の
作
品
を
書

き
あ
げ
た
。「
審
判
」
の
二
郎
は
戦
地
で
殺
人
を
犯
し
、
戦
後
「
自
分
の
犯
罪
の
場

所
た
る
中
国
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
、
絶
え
ざ
る
裁
き
に
直
面
す
る
生
を
選
ん
だ
の
で

あ
っ
た
」
と
立
石
伯（

７
）が
論
じ
て
い
る
。「
蝮
の
す
え
」
の
辛
島
は
、
軍
の
宣
伝
部
で

権
力
を
ふ
る
ま
い
、
敗
戦
後
戦
犯
と
追
及
さ
れ
た
が
、
裁
判
を
受
け
ず
に
彼
女
の
手

配
し
た
刺
客
に
殺
さ
れ
た
。「
蝮
の
す
え
」
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
先
行
研
究

が
あ
る
。

　

日
本
側
で
は
、
清
原
万
里（

８
）は
「
武
田
が
戦
後
派
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
も
本

作
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
戦
後
の
出
発
期
の
武
田
を
知
る
上
で
は
、

き
わ
め
て
重
要
な
作
品
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
殺
人
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、戦
後
初
期
の
武
田
の
作
品
に
お
け
る
「
罪
」

の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い

る
。

　

立
石
伯（

９
）は

泰
淳
が
「
敗
戦
国
民
の
運
命
、
亡
国
の
民
の
行
末
」
を
考
え
て
い
た
と

述
べ
、
渡
部
範
子）

（1
（

は
「
人
間
の<

生>

、
人
間
の
実
存
の
生
々
し
い
真
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
」、
服
部
一
希）

（（
（

は
「『
蝮
の
す
え
』
の
主
題
は
、
存
在
論
的
抗
争
と
そ
の

超
克
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」、
道
園
達
也）

（1
（

は
「『
蝮
の
す
ゑ
』
は
自
己
と
他
者
の
関

係
の
物
語
で
あ
る
」と
論
じ
て
い
る
。
中
国
側
で
は
、中
国
人
学
者
の
李
慶
保）

（1
（

は
、「
敗

戦
は
、
当
時
の
日
本
人
に
精
神
的
な
虚
脱
と
『
幻
滅
感
』」
を
与
え
た
と
述
べ
、
陳

文）
（1
（

は
「
戦
争
に
お
け
る
文
化
人
へ
の
反
省
と
こ
れ
か
ら
中
日
両
国
の
間
に
位
置
付
け

ら
れ
る
文
化
の
橋
掛
け
を
担
う
知
識
人
の
あ
る
べ
き
姿
勢
を
求
め
る
こ
と
」、
黄
翠

娥）
（1
（

は
「
敗
戦
国
の
居
留
民
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
歩
ん
で
き
た
と
は
関
係
な

く
、
自
分
の
こ
の
よ
う
な
『
生
』
を
ど
の
よ
う
に
忠
実
に
送
っ
て
い
く
」
と
論
じ
て

い
る
。

　

日
中
両
国
の
学
者
ら
は
、
敗
戦
直
後
の
上
海
を
舞
台
と
し
て
書
か
れ
た
「
蝮
の
す

え
」
か
ら
、泰
淳
の
戦
後
日
本
及
び
日
本
人
の
「
生
」
に
つ
い
て
の
懸
念
を
読
み
取
っ
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て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。「
生
き
て
行
く
こ
と
は
案
外
む
ず
か
し
く
な
い

の
か
も
知
れ
な
い
」（
五
四
頁
上
段　

一
）
と
、
小
説
の
最
初
で
綴
っ
て
あ
る
。
小

田
切
秀
雄）

（1
（

は
一
九
四
七
年
の
「
本
土
に
い
た
日
本
人
の
多
く
も
、
戦
争
の
激
化
・
敗

戦
に
よ
る
崩
壊
の
な
か
を
必
死
で
生
き
ぬ
い
て
」い
く
こ
と
と
敗
戦
後
の
上
海
の「
在

住
日
本
人
に
は
い
っ
さ
い
が
失
わ
れ
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
じ
た
い
が
不
安
に
さ
ら
さ

れ
る
と
い
う
形
で
、
敗
戦
に
よ
る
衝
突
と
喪
失
と
が
最
も
典
型
的
に
現
れ
た
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

　

小
説
の
中
で
、
杉
、
彼
女
、
病
人
の
夫
は
引
揚
船
に
乗
っ
た
が
、
日
本
軍
国
主
義

の
「
権
力
」
を
象
徴
し
た
辛
島
は
、生
き
抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、「
蝮

の
す
え
」
を
取
り
上
げ
、
敗
戦
前
後
の
日
本
社
会
背
景
を
回
顧
し
、
主
人
公
の
一
人

で
あ
る
辛
島
及
び
彼
の
死
に
注
目
す
る
と
と
も
に
、
一
九
四
七
年
、
敗
戦
直
後
の
泰

淳
の
中
国
観
を
考
察
し
た
い
。

　
　
　

二
、一
九
四
七
年
前
後
の
日
本
及
び
日
本
人
―
東
京
裁
判
―

　　
「
蝮
の
す
え
」
は
、
一
九
四
五
年
敗
戦
直
後
の
上
海
を
舞
台
と
し
て
、
敗
戦
国
の

居
留
民
の
生
き
様
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
敗
戦
ま
で
、
上
海
と
日
本

の
関
係
を
顧
み
て
お
き
た
い
。

　

陳
祖
恩）

（1
（

の
考
察
に
よ
る
と
、
一
八
六
二
年
に
千
歳
丸
が
長
崎
か
ら
上
海
に
到
着
し

て
以
来
、
上
海
は
日
中
両
国
の
人
々
の
交
流
す
る
最
初
の
都
市
と
な
っ
た
。
当
時
、

蘇
州
河
南
岸
は
租
界
の
地
価
と
物
件
賃
貸
代
が
高
い
ほ
か
、
虹
口
に
住
ん
で
い
た
広

東
や
浙
江
な
ど
の
地
方
か
ら
の
商
人
は
、
日
本
の
商
人
と
同
じ
く
新
移
民
で
あ
る
た

め
、
お
互
い
に
排
斥
し
あ
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
の
上
海
に
や
っ

て
き
た
日
本
人
は
、
虹
口
地
域
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る
。
長
年
が
経
ち
、
日
本
人

居
留
民
は
次
第
に
日
本
人
ら
し
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
き
た
。
虹
口
の
日
本

人
街
は
、
多
く
の
日
本
人
居
留
民
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
上
海

に
お
け
る
も
う
一
つ
の
「
島
国
」
で
も
あ
る
。

　

榎
本
泰
子）

（1
（

は
、
一
九
二
〇
年
代
、
上
海
の
日
本
人
社
会
は
、
階
層
分
化
が
激
し
く

な
っ
た
。
虹
口
で
日
本
人
相
手
の
商
売
に
従
事
し
、
最
後
は
上
海
に
骨
を
埋
め
る
覚

悟
を
持
つ
人
は
、「
土
着
派
」
と
呼
び
、
大
銀
行
・
大
会
社
か
ら
上
海
支
店
に
派
遣

さ
れ
た
人
々
は
、「
会
社
派
」
と
呼
ぶ
。「
土
着
派
」
と
、「
会
社
派
」
の
中
の
中
間

層
が
虹
口
に
住
む
。「
会
社
派
」
の
中
の
エ
リ
ー
ト
層
（
支
店
長
、幹
部
社
員
ク
ラ
ス
）

は
、
欧
米
人
の
よ
う
に
共
同
租
界
の
オ
フ
ィ
ス
近
く
に
暮
ら
し
、
最
も
裕
福
な
者
は

フ
ラ
ン
ス
租
界
に
自
宅
を
持
っ
て
い
る
。
虹
口
と
共
同
租
界
中
心
部
は
蘇
州
河
で
隔

て
ら
れ
て
お
り
、
ガ
ー
デ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
結
ば
れ
て
い
る
。
虹
口
の
日
本
人
に
「
河

向
こ
う
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

上
海
で
は
中
国
人
、
日
本
人
、
そ
し
て
、
そ
の
他
の
無
国
籍
者
ら
が
生
き
て
い
る
。

白
系
ロ
シ
ア
人
の
多
く
は
「
フ
ラ
ン
ス
租
界
霞
飛
路
を
中
心
と
し
た
地
域
」
に
住
み

つ
き
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
は
「
虹
口
の
提
藍
橋
に
集
ま
り
、
特
に
太
平
洋
戦
争
以
後
、

ユ
ダ
ヤ
人
は
定
め
ら
れ
た
隔
離
区
に
生
活
し
て
、
生
き
て
行
く
た
め
に
ど
ん
な
こ
と

で
も
す
る
」
と
熊
文
莉）

（1
（

は
考
察
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
る
ま
で
、
上
海
は
、
戦
地
で
あ
り
な
が
ら
も
、
他
国
籍
の
国

民
の
混
雑
地
で
も
あ
る
。
日
本
人
が
、
特
権
を
持
っ
て
い
た
が
、
貧
富
の
差
が
激
し

か
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
上
海
で
日
本
人
が
特
権
だ
け
で
は
な
く
家
財
も
失
い
、

特
定
の
地
域
に
住
む
場
所
を
限
定
さ
れ
、
俎
上
の
魚
の
よ
う
に
さ
ば
か
れ
る
こ
と
を

待
つ
状
況
に
な
っ
た
。

　

一
九
四
五
年
前
後
上
海
の
様
子
に
つ
い
て
、
羽
根
田
市
治）

11
（

は
、「
一
九
四
四
年
三
月
、

上
海
物
価
急
騰
」、「
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日　

虹
口
地
域
小
東
京
呆
然
、
街
頭
に

日
本
人
の
姿
な
し
」、「
一
九
四
五
年
八
月
二
二
日
、
上
海
物
価
暴
騰
、
邦
人
の
生
活

困
窮
者
現
わ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
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一
方
、『
戦
後
日
本
史
１）
1（
（

』
で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
迎
え
た
ほ
と
ん
ど
の
国
民

は
「
飢
餓
に
迫
ら
れ
、
生
き
る
た
め
に
、
買
い
出
し
、
闇
取
り
引
き
、
物
物
交
換
を

く
り
か
え
し
て
い
た
」
と
日
本
本
土
の
状
況
を
書
か
れ
て
い
る
。

　

戦
争
犯
罪
人
に
つ
い
て
は
、こ
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
（
昭
和
二
十
年
七
月
二
十
六
日
）

に
「
吾
等
の
俘
虜
を
虐
待
せ
る
者
を
含
む
一
切
の
戦
争
犯
罪
人
に
対
し
て
は
、
厳
重

な
る
処
罰
を
加
へ
ら
る
へ
し
」
と
規
定
さ
れ
、
一
九
四
六
年
五
月
三
日
か
ら
約
二
年

間
に
渡
っ
て
、
日
本
の
対
外
的
な
国
家
行
動
と
そ
の
指
導
者
に
関
す
る
戦
争
犯
罪
の

有
無
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
が
行
わ
れ
た）

11
（

。

　

日
本
軍
国
主
義
が
犯
し
た
罪
は
日
本
人
自
身
で
裁
い
て
お
ら
ず
、
他
国
に
よ
っ
て

判
決
を
下
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

三
、「
蝮
の
す
え
」
の
あ
ら
す
じ

　

主
人
公
の
杉
は
、
終
戦
後
上
海
で
代
書
屋
を
し
て
い
る
。
日
本
人
や
中
国
人
の
生

活
に
か
か
わ
る
証
明
書
を
作
成
し
、
翻
訳
を
す
る
仕
事
で
あ
る
。

　

小
説
の
初
日
に
、
会
元
里
に
あ
る
家
に
、
女
の
客
が
来
た
。
先
日
、
家
屋
の
所
有

主
で
あ
る
会
社
に
嘆
願
書
を
書
く
こ
と
を
頼
ん
で
き
た
。
こ
の
日
、
病
人
の
夫
の
こ

と
、
軍
の
宣
伝
部
の
辛
島
と
の
関
係
を
告
げ
ら
れ
た
後
、
翌
日
の
来
訪
を
約
束
さ
せ

た
。

　

二
日
目
は
、
大
晦
日
で
あ
る
。
杉
は
、
北
四
川
路
の
は
ず
れ
ま
で
行
っ
て
、
彼
女

の
ア
パ
ー
ト
へ
彼
女
の
夫
の
見
舞
い
に
行
っ
た
。
夕
方
、
彼
女
が
ま
だ
杉
の
家
に
来

て
、
杉
に
辛
島
を
殺
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
。

　

三
日
目
（
旧
正
月
の
元
旦
）
は
、
杉
は
彼
女
の
家
に
行
か
な
か
っ
た
。
同
日
、
彼

女
は
夫
と
大
喧
嘩
を
し
た
。
喧
嘩
の
原
因
は
、
彼
女
が
別
れ
話
を
持
ち
か
け
、
夫
は

そ
れ
を
断
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

四
日
目
（
旧
正
月
二
日
）
は
、自
治
会
へ
行
く
途
中
、衛
兵
に
お
辞
儀
を
し
な
か
っ

た
た
め
、
衛
兵
に
叱
ら
れ
た
。
虹
口
市
場
は
休
み
の
た
め
、
海
寧
路
の
は
ず
れ
の
日

本
人
の
店
で
、
ネ
ー
ブ
ル
を
買
っ
て
病
人
の
夫
を
訪
ね
た
。
病
人
の
夫
に
一
緒
に
日

本
に
帰
ろ
う
と
誘
わ
れ
た
。
午
後
、
楊
樹
浦
の
画
家
の
家
に
行
き
、
泊
ま
っ
た
。

　

五
日
目
（
旧
正
月
三
日
）、
楊
樹
浦
の
画
家
の
家
に
も
泊
ま
っ
た
。
杉
の
家
に
、

彼
女
が
来
た
。
辛
島
も
来
て
金
城
菜
館
で
会
う
と
い
う
旨
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
た
。

　

六
日
目
（
旧
正
月
四
日
）
は
、
虹
口
に
戻
る
途
中
で
乍
浦
路
の
映
画
館
を
通
り
か

か
っ
た
時
に
、
水
木
公
司
の
職
工
が
保
安
隊
に
検
束
さ
れ
た
仲
間
を
と
り
か
え
し
に

来
て
、
怪
我
人
が
出
た
事
件
を
見
か
け
た
。
杉
は
、
当
日
の
夜
、
辛
島
に
会
い
、
そ

の
時
、
彼
女
を
連
れ
て
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
隠
れ
る
計
画
を
聞
い
た
。
辛
島
は
彼
女
に

そ
の
内
容
を
書
い
た
手
紙
を
送
っ
た
。

　

七
日
目
（
旧
正
月
五
日
）
は
、
杉
と
彼
女
は
、
ガ
ー
デ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
渡
り
、
河

向
こ
う
へ
散
歩
に
行
っ
た
。
こ
の
時
、
彼
女
は
杉
に
手
紙
を
見
せ
て
、
辛
島
を
殺
し

て
ほ
し
い
と
願
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
、
杉
は
彼
女
の
た
め
に
辛
島
を
殺
そ
う
と

し
た
。
辛
島
と
彼
女
が
約
束
し
た
場
所
は
、
商
店
街
を
は
ず
れ
、
中
国
人
の
住
宅
区

を
過
ぎ
、
楊
樹
浦
行
き
の
電
車
道
路
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
辛
島
は
彼

女
の
手
配
し
た
殺
し
屋
に
刺
さ
れ
瀕
死
の
重
症
を
負
い
、
杉
の
斧
が
振
り
落
と
さ
れ

る
前
に
死
ん
だ
。
杉
は
、
殺
し
屋
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

　

八
日
目
（
旧
正
月
六
日
）
は
、
杉
は
彼
女
の
家
に
行
っ
た
。
彼
女
に
、
斧
で
辛
島

を
打
っ
た
こ
と
を
告
げ
た
。

　

九
日
目
（
旧
正
月
七
日
以
後
）
は
、
午
前
六
時
に
引
き
揚
げ
船
に
乗
っ
た
。
霧
の

た
め
、
船
は
揚
子
江
の
入
口
で
一
日
一
夜
を
過
ご
し
た
。
船
が
鹿
児
島
に
着
い
た
後
、

杉
は
辛
島
の
死
因
の
真
相
を
彼
女
に
聞
い
た
。
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四
、
辛
島
と
彼
の
死

　

前
節
で
は
、
辛
島
が
殺
さ
れ
た
経
緯
の
概
要
を
紹
介
し
た
。

　

主
人
公
の
辛
島
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、主
に
「
辛
島
の
人
物
像
と
象
徴
性
」、「
辛

島
の
殺
害
と
罪
」
に
分
け
ら
れ
る
。

　

辛
島
の
人
物
像
に
つ
い
て
、
小
田
切
秀
雄）

11
（

は
「
現
代
〝
豪
傑
〟
の
一
タ
イ
プ
」
で

「
辛
島
の
像
を
描
き
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
権
力
の
具
体
的
形
を
作
品
の
な
か

に
設
定
し
、
こ
れ
が
つ
く
り
だ
す
暗
黒
を
め
ぐ
っ
て
作
品
が
展
開
す
る
」、
吉
田
裕）

11
（

は
「
戦
争
中
軍
の
宣
伝
部
に
い
た
と
い
う
設
定
は
、
権
力
と
政
治
に
近
か
っ
た
と
い

う
意
味
で
歴
史
を
意
味
し
て
い
る
」、
岸
本
隆
生）

11
（

は
「
日
本
軍
国
主
義
を
象
徴
し
て

い
る
〈
権
力
〉」、
李
慶
保）

11
（

は
「
辛
島
は
大
東
亜
共
栄
圏
の
日
本
侵
略
者
の
代
表
で
嘘

を
つ
く
偽
善
者
」と
述
べ
て
い
る
。
辛
島
の
殺
害
と
罪
に
つ
い
て
、清
原
万
里）

11
（

は
、「
強

者
へ
の
変
身
願
望
が
、<

彼
女>

と
の
関
係
に
絡
ま
っ
て
、<

私>

を
辛
島
殺
害

へ
と
押
し
や
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」、松
本
陽
子）

11
（

は
「
辛
島
殺
害
の
実
行
は
、

言
う
な
ら
ば
自
身
の
主
体
性
と
存
在
性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
」、

竹
内
卓
郎）

11
（

は
「
辛
島
の
投
げ
か
け
た
罪
の
問
題
は
『
蝮
の
す
え
』
で
は
解
決
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
捉
え
て
い
る
。

　

辛
島
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
、
辛
島
の
強
者
の
人
物
像
、
及
び
小
説
中
で
の

日
本
軍
国
主
義
の
象
徴
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
即
ち
、
伊
豆
利
彦）

11
（

が
「
戦
中
、
軍

の
宣
伝
部
で
権
力
を
ふ
る
い
、
今
は
戦
犯
と
し
て
追
及
さ
れ
て
い
る
」
と
ま
と
め
た

よ
う
に
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
人
生
が
頂
点
か
ら
地
獄
に
落
ち
た
宿
命
の
持
ち
主
で
あ

る
。
強
者
で
あ
っ
た
辛
島
は
、
敗
戦
後
、
旧
正
月
の
五
日
目
、
上
海
で
刺
客
に
よ
っ

て
不
審
死
を
遂
げ
た
。
辛
島
の
死
は
、
松
本
陽
子
は
杉
が
「
自
身
の
主
体
性
と
存
在

性
」
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
だ
と
論
じ
て
い
る
。
伊
豆
利
彦
は
日
本
軍
国
主
義

を
代
表
し
た
辛
島
の
死
に
つ
い
て
、「
日
本
の
軍
部
を
打
倒
し
た
の
は
日
本
人
自
身

で
は
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。

　

だ
が
、
こ
の
辛
島
に
関
す
る
殺
人
事
件
に
は
、
ま
だ
幾
多
の
疑
問
点
が
残
っ
て
い

る
。
本
節
は
、
辛
島
と
辛
島
の
死
、
即
ち
死
因
、
時
間
、
場
所
、
犯
人
を
考
察
し
た

い
。

　
　
（
一
）
辛
島
の
人
物
像

　

辛
島
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
「
豪
傑
」
の
よ
う
な
強
者
だ
と
論
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
辛
島
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
析
が
足
り
な
い
。
ま

ず
、
小
説
の
描
写
を
引
用
し
な
が
ら
辛
島
の
人
物
像
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

「
け
も
の
み
た
い
な
男
で
す
わ
」
彼
女
は
き
つ
い
眼
つ
き
を
し
た
。（
五
九
頁
上

段　

三
）

私
は
軍
の
宣
伝
部
で
有
名
な
、
そ
の
辛
島
な
る
男
を
、
む
ろ
ん
知
っ
て
い
た
。

（
五
八
頁
下
段　

一
）

私
は
強
力
者
と
し
て
の
辛
島
の
印
象
し
か
な
か
っ
た
。
厄
介
な
動
物
と
思
い
、

自
分
と
同
じ
感
情
を
持
つ
人
間
と
し
て
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。（
六
六
頁

上
段　

一
三
～
一
四
）

大
き
な
背
中
を
こ
ち
ら
へ
向
け
た
ジ
ャ
ン
バ
ー
の
男
は
明
ら
か
に
辛
島
で
あ
っ

た
。（
七
八
頁
下
段　

五
～
六
）

辛
島
の
艶
の
よ
い
大
き
な
白
い
横
顔
に
は
、
傲
慢
な
筋
肉
が
、
い
か
に
も
た
く

ま
し
く
見
え
た
。
私
は
今
更
の
よ
う
に
皮
ジ
ャ
ン
バ
ー
に
つ
つ
ま
れ
た
部
厚
い

彼
の
肩
や
腰
を
眺
め
た
。（
七
八
頁
下
段　

一
五
～
一
八
）

辛
島
は
紅
潮
し
た
顔
で
Ａ
の
両
肩
を
わ
し
づ
か
み
に
し
、
軽
軽
と
持
ち
上
げ
た
。

（
七
九
頁
上
段　

七
～
八
）
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戦
時
中
の
辛
島
の
こ
と
を
杉
は
ま
る
で
厄
介
な
「
動
物
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る

と
思
っ
て
い
る
が
、「
現
代
〝
豪
傑
〟
の
一
タ
イ
プ）

1（
（

」
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
論
者

も
い
る
。
泰
淳
は
「
司
馬
遷
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
豪
傑
を
論
じ
た
。

英
雄
豪
傑
の
一
番
わ
か
り
や
す
い
形
は
武
人
で
あ
る
。
殺
人
者
で
あ
る
。（
九
九

頁
上
段　

九
）

英
雄
豪
傑
の
飽
く
な
き
破
壊
性
は
、
人
間
の
元
気
の
良
さ
で
あ
り
、
人
間
の
力

の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
方
に
よ
っ
て
は
、
悽
惨

な
、
陰
気
な
場
面
を
つ
く
る
こ
と
も
あ
る
。（
一
〇
〇
頁
下
段　

一
九
～
二
一
）

英
雄
豪
傑
の
数
多
く
、ど
こ
に
で
も
生
き
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。（
一
〇
二

頁
上
段　

一
七
～
一
八
）

　

こ
の
よ
う
な
描
写
を
読
み
、
泰
淳
の
描
い
た
辛
島
は
確
か
に
豪
傑
の
よ
う
な
人
物

像
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
辛
島
は
、
宣
伝
部
に
勤
め
た
た
め
、

武
人
で
は
な
く
て
も
、
文
人
の
Ａ
の
体
を
軽
々
し
く
投
げ
出
し
た
場
面
か
ら
、
武
人

に
負
け
ぬ
ほ
ど
勇
ま
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
金
城
菜
館）

11
（

に
お
い
て
、
辛
島
は
杉
と
の
会
話
の
中
で
、「
俺
は
日
本
精

神
の
演
説
を
し
た
。
君
が
言
う
と
お
り
、
聞
き
飽
き
る
ほ
ど
し
た
。
人
々
は
そ
れ
を

信
じ
て
死
ん
だ
。
俺
の
若
い
兄
弟
も
死
ん
だ
。
奴
等
は
も
う
二
度
も
生
き
返
ら
ん
。

都ト
ン

々ト
ン

的デ

生
き
返
ら
ん
だ
…
…
」（
八
三
頁
上
段　

四
～
七
）
と
い
う
よ
う
に
戦
中
、

彼
自
身
の
や
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
り
、
日
本
国
民
が
「
日
本
精
神
」
の
演
説
を

信
じ
込
ん
で
戦
場
へ
赴
い
て
戦
死
を
遂
げ
た
こ
と
を
言
い
出
し
た
。
戦
争
中
、「
日

本
精
神
な
き
者
は
売
国
奴
だ
と
演
説
し
た
」（
八
三
頁
上
段　

一
四
）
に
も
関
ら
ず
、

敗
戦
後
、
辛
島
は
「
俺
は
日
本
精
神
な
ん
か
な
く
て
も
生
き
て
い
ら
れ
る
」
と
考
え

が
変
わ
っ
て
お
り
、
彼
の
演
説
お
よ
び
彼
の
こ
と
を
ま
ぬ
け
に
信
じ
込
ん
だ
日
本
国

民
、
及
び
日
本
は
「
こ
れ
は
一
体
何
な
の
だ
」（
八
三
頁
上
段　

一
七
）
と
杉
に
問

い
か
け
た
。

　

金
城
菜
館
で
、
辛
島
は
「
日
本
精
神
」
と
い
う
言
葉
を
何
回
も
言
っ
た
。
辛
島
の

こ
と
を
分
か
る
た
め
に
、「
日
本
精
神
」
は
重
要
な
手
が
か
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

辛
島
は
、
戦
時
中
、
出
版
の
責
任
者
ら
の
会
で
演
説
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場

で
、
責
任
者
で
は
な
く
、
代
理
で
あ
っ
た
十
七
、十
八
ぐ
ら
い
の
少
年
を
叱
責
し
た
後
、

「『
日
本
精
神
の
』
と
、
彼
は
威
嚇
す
る
よ
う
な
弁
舌
を
を
始
め
た
」（
七
九
頁
下
段

　

一
二
、一
三
）。
さ
て
、
辛
島
の
唱
え
て
い
た
「
日
本
精
神
」
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
。

　

板
垣
直
子）

11
（

は
「
日
本
精
神
」
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

満
州
事
変
の
前
あ
た
り
か
ら
国
体
明
徴
化
の
運
動
が
た
か
昂
ま
り
、
皇
道
精
神

の
発
揚
が
叫
ば
れ
だ
し
た
。
か
く
て
日
本
精
神
の
提
唱
、
日
本
的
な
も
の
の
尊

重
と
な
り
、
文
学
に
於
い
て
も
日
本
の
古
典
を
回
顧
す
る
傾
向
が
は
じ
ま
っ
た
。

（
一
八
九
頁
）

　　

即
ち
、「
日
本
精
神
」
は
八
紘
一
宇
を
完
成
す
る
た
め
に
尽
忠
報
国
と
日
本
の
古

典
を
回
顧
す
る
と
い
う
二
つ
の
理
解
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

巌
谷
大
四）

11
（

は
、
戦
時
中
、
文
学
界
の
反
応
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
一
次
学
徒
出
陣
が
行
わ
れ
る
こ
ろ
か
ら
、
物
資
不
足
に
く
わ
え
て
、
人
的
に

も
心
細
く
な
っ
て
来
た
。
政
府
は
た
だ
、「
日
本
精
神
昂
揚
。
米
英
撃
滅
」
の

一
点
張
り
、
大
風
呂
敷
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、
劣
勢
を
ひ
た
か
く
し
に
す
る
あ
り

さ
ま
だ
っ
た
。（
四
二
頁
）
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こ
れ
は
前
年
（
一
九
四
二
年
～
筆
者
注
）
の
「
日
本
文
学
報
国
会
発
表
式
」
に

毛
の
は
え
た
、
い
わ
ば
、「
日
本
文
学
報
国
会
総
会
」
の
よ
う
な
も
の
で
、「
大

東
亜
精
神
の
樹
立
」
が
「
日
本
精
神
の
昂
揚
」
に
縮
小
（
？
）
さ
れ
、「
大
東

亜
戦
争
の
完
遂
」
が
「
米
英
撃
滅
」
と
激
化
し
た
（
略
）（
四
七
頁
）

　
「
日
本
精
神
」
を
提
唱
さ
れ
て
い
た
時
は
、
す
で
に
、
日
本
軍
が
劣
勢
に
追
い
込

ま
れ
て
い
た
時
だ
が
、
辛
島
は
、
国
の
政
策
に
合
わ
せ
て
活
動
を
行
っ
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
戦
後
、
日
本
精
神
と
い
う
信
念
を
切
り
捨
て
て
生
き
よ
う
と
し
た
。
戦

時
中
、
権
力
を
持
ち
、
人
妻
を
奪
い
、
華
々
し
い
過
去
を
持
ち
、
戦
後
、
暗
殺
さ
れ

た
「
軍
の
宣
伝
部
」
の
辛
島
は
、
徴
用
さ
れ
て
い
た
文
人
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
（
二
）
辛
島
の
死
―
死
因
、
時
間
、
場
所
、
犯
人
、
死
体
の
引
き
取
り

　

以
上
辛
島
は
戦
時
中
に
徴
用
さ
れ
た
文
学
者
だ
と
考
察
し
た
。

　

次
に
、
辛
島
の
死
に
関
す
る
情
報
を
纏
め
て
み
る
と
、
以
下
通
り
で
あ
る
。
時
間

は
、
旧
正
月
五
日
で
あ
る
。
関
連
人
物
は
、
表
に
い
る
四
人
の
日
本
人
と
、
裏
に
い

る
一
人
の
刺
客
で
あ
る
。
場
所
は
、
上
海
の
楊
樹
浦
行
き
の
電
車
道
路
の
近
く
で
あ

る
。
凶
器
は
、
肉
料
理
に
使
う
細
長
い
鋭
利
な
刃
物
で
あ
る
。
死
因
は
、
日
本
人
以

外
の
国
籍
不
明
の
刺
客
に
致
命
傷
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

彼
の
死
に
つ
い
て
、
杉
の
「
強
者
へ
の
変
身
願
望
」、「
自
身
の
主
体
性
と
存
在
性

を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
論
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
杉

は
、
実
は
辛
島
を
殺
し
て
い
な
い
。

突
然
私
は
、
な
か
り
は
な
れ
た
場
所
で
、
砂
利
を
ふ
み
に
じ
る
靴
音
を
き
い
た
。

そ
れ
と
同
時
に
非
常
に
速
さ
で
走
る
別
の
軽
い
足
音
を
き
い
た
。
そ
れ
か
ら
誰

か
が
ド
ス
ン
と
地
面
へ
倒
れ
る
音
を
き
い
た
。（
九
二
頁
下
段　

一
九
～
二
二
）

私
は
彼
の
背
に
刃
物
が
一
本
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
肉
料
理
に
使
う

細
長
い
鋭
利
な
刃
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
外
套
の
上
か
ら
、
彼
の
心
臓
か
肺
臓

を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。（
九
三
頁
上
段　

二
〇
～
二
二
）

　

杉
は
斧
を
持
ち
、
辛
島
を
殺
そ
う
と
決
心
し
て
や
っ
て
き
た
が
、
月
光
に
は
っ
き

り
照
ら
さ
れ
て
い
な
い
夜
中
、
明
ら
か
に
別
人
の
二
人
の
足
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。

一
人
は
、
辛
島
だ
と
す
る
と
、
も
う
一
人
は
、
恐
ら
く
、
刃
物
を
使
っ
て
辛
島
に
致

命
傷
を
与
え
た
刺
客
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
き
い
た
」
が
三
つ
連
続
で
使
わ
れ
て
い
る
。

一
人
が
や
っ
て
き
た
時
の
勇
ま
し
さ
、
も
う
一
人
の
動
き
の
素
早
さ
、
そ
の
中
の
一

人
が
砂
利
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
の
重
さ
が
こ
の
三
つ
の
「
音
を
き
い
た
」
描
写
か
ら
リ

ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

杉
は
三
回
目
（
一
回
目
は
空
振
り
）
に
斧
を
振
っ
て
辛
島
の
首
筋
を
切
っ
た
時
、

よ
う
や
く
刺
客
の
存
在
を
気
づ
い
た
。
先
行
研
究
で
は
、「
杉
」
は
真
犯
人
で
は
な

い
こ
と
を
清
原
万
里
と
小
田
切
秀
雄
だ
け
が
指
摘
し
た
。
小
田
切
秀
雄）

11
（

は
「
彼
女
は
、

実
際
に
刺
客
を
頼
ん
で
夜
の
路
上
で
辛
島
の
心
臓
を
刺
さ
せ
る
」、
清
原
万
里）

11
（

は

「〈
私
〉
は
辛
島
を
殺
し
て
は
い
な
い
。（
略
）〈
私
〉
は
、
ま
も
な
く
死
ぬ
無
抵
抗
な

人
間
に
斧
で
切
り
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
疑

問
点
が
ま
だ
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
戦
犯
と
追
及
さ
れ
る
辛
島
の
死

に
つ
い
て
、
死
因
、
時
間
、
場
所
、
真
犯
人
、
死
体
の
引
き
取
り
か
ら
順
次
考
察
し

た
い
。

　

ま
ず
、
辛
島
の
死
因
に
着
手
す
る
。
小
説
に
登
場
し
た
四
人
の
主
人
公
は
、
そ
れ

ぞ
れ
辛
島
の
死
と
絡
ま
っ
て
い
る
。
杉
が
辛
島
を
殺
そ
う
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は

多
く
の
先
行
論
で
既
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
彼
女
と
病
人
の
夫
の
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理
由
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

辛
島
を
殺
し
た
い
と
最
初
に
言
い
出
し
た
の
は
、
病
人
の
夫
で
あ
る
。「
辛
島
の

よ
う
な
男
を
、
滅
亡
さ
せ
る
よ
う
な
、
こ
と
を
や
り
ま
す
」（
六
二
頁
上
段　

二
）

と
病
人
の
夫
が
杉
に
告
白
し
た
の
で
あ
る
。
辛
島
を
殺
す
理
由
と
し
て
、
病
人
の
夫

は
、
誰
で
も
軽
蔑
さ
れ
、
妻
ま
で
も
寝
取
ら
れ
、
妻
の
も
ら
っ
た
金
で
生
き
延
び
て

い
る
こ
と
を
、「
僕
は
、
屈
辱
の
ま
ま
、
何
一
つ
そ
れ
を
か
き
消
さ
ず
に
、
土
の
下

に
入
る
の
は
、
イ
ヤ
で
す
」（
六
二
頁
上
段　

一
三
～
一
四
）
と
思
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

病
人
の
夫
は
、「
屈
辱
」
を
晴
ら
す
た
め
に
、
辛
島
を
殺
し
た
が
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
彼
女
は
何
故
辛
島
を
殺
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

わ
た
し
、
よ
く
辛
島
の
夢
見
る
わ
。
辛
島
を
殺
す
夢
見
る
わ
。（
六
二
頁
下
段

　

一
一
）

辛
島
な
ん
か
殺
さ
れ
り
ゃ
い
い
の
よ
。
今
す
ぐ
誰
か
に
殺
さ
れ
て
く
れ
り
ゃ
の

に
（
六
七
頁
上
段　

一
五
～
一
六
）

あ
な
た
辛
島
が
殺
せ
る
？
（
六
七
頁
下
段　

一
八
）

あ
れ
も
取
消
す
わ
。
殺
そ
う
な
ん
で
考
え
な
い
で
。（
八
七
頁
下
段　

二
四
）

　

彼
女
は
昔
か
ら
辛
島
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、「
こ
の
女
は
本
当

に
辛
島
を
憎
ん
で
る
だ
ろ
う
か
。」（
五
九
頁
下
段　

一
八
～
一
九
）
と
杉
は
彼
女
の

辛
島
に
対
す
る
感
情
を
疑
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
杉
に
殺
人
を
願
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。「
辛
島
は
わ
た
し
が
あ
な
た
を
頼
り
に
し
て
い
る
こ
と
感
づ
い
た
の

よ
」（
六
七
頁
下
段　

一
〇
）
と
彼
女
が
気
づ
い
た
時
に
、
こ
れ
は
「
死
ぬ
か
生
き

る
か
」（
六
七
頁
下
段　

一
〇
）
と
不
安
に
思
い
始
め
た
。
辛
島
は
自
分
の
こ
と
を

殺
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
彼
女
は
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、

生
と
死
の
境
目
に
追
い
込
ま
れ
た
人
は
、
杉
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

も
う
辛
島
の
こ
と
関
係
し
な
い
で
。
わ
た
し
心
配
な
の
よ
。（
略
）
あ
な
た
が

殺
さ
れ
で
も
し
た
ら
（
八
七
頁
下
段　

二
二
～
八
八
頁
上
段　

四
）

辛
島
が
死
ん
だ
ん
な
ら
、
何
も
あ
わ
て
て
日
本
へ
帰
ら
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の

ね
（
九
七
頁
上
段　

一
四
）

も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
人
じ
ゃ
な
い
け
ど
。
殺
し
た
り
す
る
こ
と
商
売
の
よ
う
に

ひ
き
う
け
る
人
。
私
の
知
っ
て
る
人
で
ね
。（
一
〇
一
頁
上
段　

一
一
～
一
二
）

　

彼
女
は
本
気
で
辛
島
を
殺
し
た
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
杉

の
よ
う
な
新
し
い
頼
り
が
で
き
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
あ
の
女
は
、
俺
に
は

精
神
的
な
も
の
が
な
い
が
、
杉
に
は
あ
る
」（
八
二
頁
上
段　

一
五
～
一
六
）
と
辛

島
が
言
っ
た
。
彼
女
は
、
急
い
で
上
海
を
脱
出
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
辛
島
の
死
を

知
っ
た
後
、「
彼
女
は
帰
国
の
荷
物
に
縫
い
つ
け
る
目
印
の
布
を
こ
し
ら
え
な
が
ら
、

の
ん
き
そ
う
に
言
っ
た
」（
九
七
頁
上
段　

一
五
～
一
六
）と
い
う
態
度
を
、杉
は「
不

快
」
と
思
っ
て
い
た
。
辛
島
は
彼
女
に
と
っ
て
ト
カ
ゲ
の
し
っ
ぽ
の
よ
う
な
存
在
で

あ
る
。
生
き
る
た
め
に
、
自
分
の
こ
と
を
守
る
た
め
に
、
邪
魔
に
な
る
も
の
を
切
り

捨
て
い
る
。
彼
女
の
こ
の
動
物
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
生
命
力
こ
そ
に
、
辛

島
と
杉
は
惹
か
れ
て
い
る
。

　

辛
島
は
一
人
で
密
か
に
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
隠
れ
て
い
く
場
合
、
戦
犯
の
追
及
を
逃

れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
彼
女
に
計
画
を
告
げ
、
結
局
彼
女
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。

　

次
に
、
辛
島
の
殺
害
時
間
を
分
析
し
た
い
。
小
説
の
時
間
順
に
従
い
、
旧
正
月
の
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五
日
目
だ
と
推
測
で
き
る
。
旧
正
月
に
関
す
る
描
写
は
、
杉
と
辛
島
と
の
面
会
、
及

び
辛
島
の
殺
害
に
入
っ
て
か
ら
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
小
説
で
、
旧
正
月
に
関
す

る
記
述
は
、
以
下
通
り
で
あ
る
。

鉄
門
を
出
る
と
方
々
で
爆
竹
の
音
が
し
た
。
耳
も
と
で
も
鳴
っ
た
。
明
日
は
旧

正
月
の
元
旦
だ
っ
た
。
家
々
の
柱
や
扉
に
は
、
赤
い
紙
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
も

う
ち
ぎ
れ
、
街
角
の
埃
に
舞
っ
て
い
る
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
枯
葉
や
紙
屑
の

中
に
、
異
様
に
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
。
赤
い
布
で
く
る
ん
だ
赤
坊
を
人
力
車
で

運
ぶ
主
婦
も
い
た
。
そ
れ
ら
の
赤
色
は
、
何
か
暖
か
く
、
又
神
秘
的
に
見
え
た
。

帰
る
路
す
が
ら
そ
の
祝
祭
の
赤
色
ば
か
り
が
目
に
入
っ
た
。（
六
四
頁
上
段
～

下
段
）

虹
口
市
場
は
休
ん
で
い
た
。
そ
の
二
階
建
て
の
ひ
ど
く
大
き
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
灰
色
の
体
が
い
つ
も
は
、
商
人
や
買
い
出
し
の
人
人
に
賑
や
か
に
埋
め
ら
れ

て
い
る
の
に
、
今
日
は
む
き
出
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
の
中
国
人
の
商
店
も

戸
を
閉
じ
て
い
た
。
朝
も
や
が
は
れ
た
ば
か
り
の
街
全
体
が
死
ん
だ
よ
う
に
し

て
い
た
。（
七
〇
頁
下
段　

一
二
～
一
七
）

爆
竹
の
音
が
ひ
と
し
き
り
し
た
。
高
く
、
強
く
、
乾
燥
し
た
空
気
を
張
り
裂
く

よ
う
で
あ
っ
た
。（
七
四
頁
下
段　

一
九
～
二
〇
）

外
は
正
月
で
あ
っ
た
。
河
船
の
上
で
、
赤
や
緑
の
あ
く
ど
い
衣
を
つ
け
た
男
が

二
人
お
ど
っ
て
い
た
。
日
本
の
万
才
に
似
た
も
の
ら
し
か
っ
た
。
踊
る
男
も
見

物
す
る
子
供
た
ち
も
楽
し
そ
う
で
あ
っ
た
。（
七
六
頁
上
段　

一
八
～
二
〇
）

　

旧
正
月
と
小
説
の
関
係
に
関
し
て
は
、
小
田
切
秀
雄）

11
（

は
「
帰
る
の
を
送
っ
て
階
下

に
降
り
て
き
た
彼
女
（
中
略
）
に
た
い
す
る
杉
の
心
の
反
応
を
作
者
は
す
ぐ
に
描
く

代
わ
り
に
、
門
を
出
て
か
ら
見
た
旧
正
月
前
日
の
上
海
庶
民
風
俗
の
景
に
移
る
」、

奥
泉
光）

11
（

は
「
旧
正
月
の
前
日
―
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
の
が
正
月
前
後
だ
と
い
う

こ
と
も
、
結
構
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
―
女
の
頼
み
で
、
杉
は
女

の
家
に
行
き
、
病
気
の
夫
と
会
う
。
二
人
は
杉
を
頼
み
に
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
」

と
論
じ
て
い
る
。

　

こ
の
小
説
の
出
来
事
が
、
中
国
の
旧
正
月
に
起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
田
切

秀
雄
と
奥
泉
光
が
少
し
触
れ
て
い
る
が
、
二
人
は
、
旧
正
月
と
辛
島
の
殺
害
と
の
関

係
に
言
及
し
て
い
な
い
。

　

羽
根
田
市
治）

11
（

の
上
海
県
史
に
関
す
る
考
察
に
よ
る
と
、
上
海
で
は
旧
正
月
に
関
し

て
次
の
よ
う
な
慣
習
が
あ
る
。

元
旦
、
中
国
全
国
同
様
、
鶏
鳴
に
起
き
爆
竹
を
鳴
ら
し
鉦
鼓
を
撃
ち
、
家
廟
に

参
拝
し
、
燭
香
、
供
物
を
飾
り
、
赤
色
の
名
刺
を
配
り
「
鴻コ

ン
シ喜

、
鴻コ
ン
シ喜

」
と
慶

賀
を
交
し
、
三
日
ま
で
門
戸
を
閉
じ
酒
宴
打
牌
に
興
ず
る
。

四
日
、
発
財
の
神
の
降
来
を
迎
え
る
日
、
元
宝
魚
を
赤
繩
で
結
び
発
財
の
神
に

供
え
る
。

五
日
、
朝
か
ら
財
神
酒
で
祝
う
。
四
日
に
供
え
た
元
宝
魚
を
招
い
た
親
類
、
縁

者
、
友
人
た
ち
と
食
す
。

十
三
日
、
家
人
は
玉
蜀
黍
を
炒
り
一
年
の
吉
凶
を
占
う
。
ト
流
花
と
言
う
。

一
五
日
、
元
宵
節
、
正
灯
日
。（
八
八
頁
～
八
九
頁
）

　

旧
正
月
の
五
日
目
か
ら
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
、
旧
正
月
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な

い
が
、
大
体
の
店
が
営
業
を
開
始
す
る
。
殺
人
を
商
売
と
す
る
者
も
こ
の
日
を
も
っ

て
営
業
し
始
め
る
だ
ろ
う
。
旧
正
月
は
、
中
国
人
に
と
っ
て
、
新
年
の
始
ま
り
で
あ

る
。こ
の
大
切
な
日
に
、戦
犯
の
辛
島
は
中
国
で
若
し
く
は
中
国
人
の
暗
殺
者
に
よ
っ

て
殺
さ
れ
、
そ
の
他
の
中
国
に
関
係
を
持
つ
三
人
、
杉
、
彼
女
、
病
人
の
夫
も
中
国
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を
去
っ
て
ゆ
く
と
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
殺
害
現
場
は
、
敗
戦
後
、
上
海
の
楊
樹
浦
行
き
の
電
車
道
路
の
近
く
の

空
地
で
あ
る
。

　

楊
樹
浦
に
つ
い
て
、
吉
行
エ
イ
ス
ケ）

11
（

は
、「
上
海
の
最
大
な
危
険
区
域
で
あ
り
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
楊
樹
浦
は
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」、「
犯
罪
の
多

発
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
辛
島
は
、
何
故
、
楊
樹
浦
の
辺
り
で

殺
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
辛
島
は
戦
犯
で
あ
る
た
め
中
国
に
裁
か
れ
る
可
能
性

が
高
い
。「
彼
女
」、「
病
人
の
夫
」、「
杉
」
と
一
緒
に
は
引
揚
船
に
乗
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　

陳
祖
恩）

1（
（

の
考
察
に
よ
る
と
、
呉
淞
は
日
本
軍
収
容
地
区
、
浦
東
は
日
本
海
軍
陸
戦

隊
、
日
本
人
居
留
民
は
虹
口
に
集
中
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

範
囲
は
上
海
神
社
東
側
の
土
嚢
を
南
端
と
し
、
北
四
川
路
橋
を
東
南
端
と
し
、

そ
の
東
側
に
位
置
す
る
虹
口
地
区
の
お
よ
び
楊
樹
浦
地
区
を
居
住
地
域
範
囲
と

し
た
。
ま
た
日
本
人
捕
虜
は
大
場
鎮
、
江
湾
、
虹
橋
地
区
を
指
定
し
て
い
る
が
、

市
内
の
特
に
南
市
と
し
て
閘
北
方
面
の
部
隊
は
そ
こ
に
集
中
さ
せ
、
郊
外
の
日

本
人
部
隊
は
多
く
を
現
状
維
持
と
し
た
。（
三
三
頁
）

　

辛
島
は
軍
人
と
し
て
、
彼
女
、
夫
、
杉
と
は
異
な
る
地
域
に
集
中
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
小
説
に
、
杉
、
彼
女
と
夫
の
住
む
場
所
は
明
白
に
書
か
れ
て
い
る
一
方
、
辛

島
だ
け
が
住
ん
で
い
る
場
所
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
な
い
。
死
ぬ
場
所
さ
え
楊
樹
浦

行
き
の
電
車
道
路
に
近
い
場
所
と
し
か
分
か
ら
な
い
。

　

最
後
は
、
真
犯
人
を
探
っ
て
み
る
。
辛
島
を
殺
害
し
た
真
犯
人
は
刺
客
の
よ
う
な

暗
殺
者
で
あ
る
。
辛
島
が
「
豪
傑
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
辛
島
を
殺
し
た
暗
殺
者
も
異

色
の
豪
傑
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
刺
客
に
関
し
て
は
泰
淳
が
「
司
馬
遷
」
の
中
で
次
の

よ
う
に
書
い
た
。

「
刺
客
」
と
は
何
か
？
突
如
と
し
て
現
れ
、
忽こ

つ

焉え
ん

と
し
て
没
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
ら
が
歴
史
に
接
す
る
の
は
、
武
器
を
手
に
し
て
権
力
者
に
近
づ
く
、
そ
の
一

瞬
時
で
あ
る
。
曹そ

う

沫ば
つ

が
匕あ
い

首く
ち

を
執と

っ
て
斉
の
桓
公
を
劫
お
び
や
かし
た
時
、
専せ
ん

諸し
ょ

が
魚
腹

中
よ
り
匕
首
を
と
り
出
し
て
王
僚
を
刺
し
た
時
、
そ
の
時
だ
け
が
歴
史
的
瞬
間

で
あ
る
。彼
ら
は
そ
の
瞬
間
の
た
め
英
雄
豪
傑
と
な
り
得
た
。そ
の
瞬
間
に
よ
っ

て
歴
史
に
参
加
し
た
。（
一
〇
三
頁
下
段　

六
～
一
二
）

暗
殺
は
常
に
、
劇
的
な
も
の
、
悲
壮
な
も
の
、
歴
史
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。（
一
〇
四
頁
上
段　

三
～
四
）

　

刺
客
の
暗
殺
行
為
は
、
い
つ
も
成
功
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
成
功
す
る
こ
と
は
と

て
も
少
な
い
。
し
か
し
、
失
敗
し
て
い
て
も
、「
精
神
的
の
美
し
さ
」（
一
〇
四
頁
上

段　

一
）
を
後
世
の
人
々
に
語
ら
れ
た
。「
蝮
の
す
え
」
に
登
場
し
た
こ
の
刺
客
に

触
れ
た
情
報
が
極
め
て
少
な
い
。

わ
た
し
に
は
ね
、
他
に
も
知
っ
て
る
男
の
人
が
い
る
の
よ
。
朝
鮮
の
人
も
中
国

の
人
も
ね
。
頼
め
ば
何
と
か
し
て
く
れ
る
人
た
ち
な
の
。（
八
九
頁
上
段　

一
六
～
一
七
）

も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
人
じ
ゃ
な
い
け
ど
。
殺
し
た
り
す
る
こ
と
商
売
の
よ
う
に

ひ
き
う
け
る
人
。
私
の
知
っ
て
る
人
で
ね
。（
一
〇
一
頁
上
段　

一
一
～
一
三
）

　

刺
客
は
、「
日
本
の
人
」
で
は
な
い
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
日
本
人
」
で
は
な
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く
て
、「
日
本
の
人
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
日
本
人
」
は
、
日
本
国
籍
を
持
つ
人
で
、

「
日
本
の
人
」
は
、
日
本
に
関
係
の
あ
る
人
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
の
親
を
持

つ
混
血
児
、
ま
た
は
、
日
本
の
協
力
者
（
漢
奸
）
で
あ
る
暗
殺
者
は
、
こ
の
二
種
類

の
人
で
は
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
純
血
の
中
国
人
、
或
い
は
朝
鮮
人
、
さ
ら
に
第
二

次
世
界
大
戦
中
、
上
海
に
亡
命
に
来
た
ユ
ダ
ヤ
人
、
ロ
シ
ア
人
の
可
能
性
も
あ
る
。

枢
軸
国
陣
営
に
属
す
る
日
本
を
憎
ん
だ
人
な
ら
ば
、
誰
で
も
辛
島
の
よ
う
な
戦
争
協

力
者
を
殺
し
た
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

殺
人
凶
器
と
な
っ
た
「
肉
料
理
に
使
う
細
長
い
鋭
利
な
刃
物
」
に
つ
い
て
も
考
え

て
お
き
た
い
。
殺
人
を
商
売
と
す
る
人
な
ら
ば
、
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
い
る
は
ず
な

の
に
、
夜
中
に
、
刺
客
は
わ
ざ
と
近
距
離
で
な
い
と
殺
傷
力
の
な
い
刃
物
を
使
っ
て

い
た
。
ま
る
で
豚
を
解
体
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
古
風
の
暗
殺
者
で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
の
刺
客
は
彼
女
の
指
図
を
受
け
、
暗
殺
行
為
を
し
た
。
そ
し
て
、
刺
客

の
手
で
確
実
に
戦
犯
で
あ
る
辛
島
の
命
を
終
わ
ら
せ
、
死
体
は
、
誰
に
引
き
取
ら
れ

る
の
か
に
つ
い
て
も
分
か
ら
な
い
。

　
　
　

五
、一
九
四
七
年
前
後
武
田
泰
淳
の
中
国
観

　

泰
淳
の
中
国
観
を
考
察
す
る
場
合
に
、
三
つ
の
時
代
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
第
一
時
代
は
、
中
国
文
学
研
究
会
の
成
立
か
ら
中
国
で
敗
戦
体
験
ま
で
の
時
代
、

す
な
わ
ち
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
前
後
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い

て
発
表
し
た
「
廬
州
風
景
」（
一
九
三
九
年
）、「
Ｅ
女
士
の
柳
」（
一
九
四
一
年
）
な

ど
の
作
品
が
あ
る
。
第
二
時
代
は
、
日
本
に
帰
還
後
か
ら
中
国
文
化
大
革
命
ま
で
の

時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、「
風
媒
花
」（
一
九
五
二
年
）
な
ど
の
作
品

が
あ
る
。
第
三
時
代
は
、
文
化
大
革
命
の
一
〇
年
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
発
表
し
た

小
説
は
、『
富
士
』（
一
九
七
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　

臼
井
吉
見）

11
（

は
戦
中
戦
後
泰
淳
の
変
化
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
才
子
佳
人
』
の
作
者
が
、『
秘
密
』
や
『
蝮
の
す
え
』
や
『
黒
旗
』
の
作
者
に

転
身
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
戦
後
の
文
学
的
風
潮
が
強
く
作
用
し
た
に
ち
が
い

な
い
。
こ
の
作
家
の
周
囲
に
あ
っ
た
同
時
代
の
新
作
家
た
ち
の
影
響
を
お
そ
ら

く
見
の
が
す
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
椎
名
麟
三
の
実
存
的
な
模
索
、
野
間
宏
、

梅
崎
春
生
ら
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
追
及
な
ど
、
一
般
に
戦
後
文
学
の
根
幹
と
な
っ
た

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
格
闘
、
そ
う
い
う
新
し
い
戦
後
の
文
学

的
風
土
こ
そ
、『
才
子
佳
人
』
の
作
者
を
急
速
に
『
秘
密
』
や
『
審
判
』
の
作

者
た
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。（
一
一
六
頁
）

　

一
九
四
五
年
、
上
海
で
敗
戦
を
迎
え
た
体
験
は
、
泰
淳
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
臼
井
は
、
戦
中
、
戦
後
泰
淳
の
文
学
に
大
き
な
変
化
が

起
き
た
を
述
べ
た
一
方
、
戦
後
、
同
時
代
の
文
学
環
境
も
泰
淳
に
強
く
作
用
し
て
い

る
と
指
摘
し
た
。
本
稿
は
、
第
二
時
代
に
当
た
る
泰
淳
の
敗
戦
直
後
の
混
沌
時
期
に

お
け
る
中
国
観
を
考
察
し
た
い
。

　

辛
島
は
、
刺
客
に
殺
さ
れ
た
。
ま
さ
に
伊
豆
利
彦
の
「
日
本
の
軍
部
を
打
倒
し
た

の
は
日
本
人
自
身
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
指
摘
通
り
に
、
日
本
の
対
外
的
な
国
家

行
動
と
そ
の
指
導
者
に
関
す
る
戦
争
犯
罪
の
有
無
に
関
す
る
裁
判
も
、
ア
メ
リ
カ
が

主
導
し
て
行
っ
て
い
た
。

　

吉
田
裕）

11
（

は
、
杉
の
暗
殺
失
敗
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

主
人
公
は
選
択
し
た
決
意
し
た
と
こ
ろ
自
己
の
運
命
を
全
う
し
え
ず
、
辛
島
に
、

そ
し
て
彼
の
象
徴
す
る
歴
史
そ
の
も
の
に
本
当
の
意
味
で
は
触
れ
え
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
歴
史
の
回
路
は
完
成
に
ま
さ
し
く
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
、
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そ
れ
を
つ
な
ご
う
と
す
る
人
間
の
努
力
を
は
ぐ
ら
か
し
た
の
で
あ
る
。
武
田
が

こ
の
回
路
の
全
体
的
な
姿
を
見
る
こ
と
に
も
っ
と
も
接
近
し
え
た
の
は
「
蝮
の

す
え
」で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
が
、そ
の
時
す
で
に
失
敗
が
彼
を
襲
っ

た
の
で
あ
る
。（
略
）
辛
島
を
歴
史
と
し
て
受
け
と
め
た
の
は
正
し
か
っ
た
が
、

再
び
歴
史
に
向
か
お
う
と
す
る
時
歴
史
は
す
で
に
辛
島
で
は
あ
り
え
ず
、
辛
島

だ
と
考
え
る
こ
と
は
決
定
的
に
誤
り
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
。（
一
一
六
頁
）

　

戦
中
の
日
本
軍
が
中
国
大
陸
や
東
南
ア
ジ
ア
で
犯
し
た
暴
行
行
為
に
は
目
に
余
る

も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
日
本
の
侵
略
戦
争
が
始
ま
っ
た
後
、
中
国
文
学
者
で
あ
り

な
が
ら
も
戦
争
に
反
対
し
て
い
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
兵
士
、
侵
略
者
と
し
て
、
殺

戮
に
加
わ
っ
た
。
一
九
四
四
年
、
徴
用
の
が
れ
の
意
味
も
あ
っ
て
上
海
に
渡
り
、
中

日
文
化
協
会
に
就
職
し
た
。
一
九
四
七
年
、
泰
淳
が
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
二
年
目
で

あ
り
、
東
京
裁
判
が
始
ま
っ
て
か
ら
二
年
目
で
も
あ
る
。

　

松
原
新
一
・
磯
田
光
一
・
秋
山
駿）

11
（

の
考
察
に
拠
る
と
、「
戦
後
の
文
学
の
場
で
追

及
さ
れ
た
主
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
文
学
者
の
戦
争
責
任
の
問
題
が
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

　

中
野
重
治）

11
（

も
「
日
本
の
人
民
が
そ
の
封
建
的
・
半
奴
隷
的
状
態
か
ら
肉
体
的
に
も

精
神
的
に
も
脱ぬ

け
出
る
こ
と
、
そ
れ
を
自
己
の
手
で
す
る
こ
と
、
民
族
の
何
十
万
と

い
う
美
し
い
青
年
が
、
何
の
た
め
に
死
か
と
い
う
こ
と
を
こ
と
、
日
本
人
を
人
間
に

す
る
こ
と
、
日
本
人
が
人
間
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
日
本
人
の
当
面
の
問
題
で
あ
り
、

日
本
文
学
の
当
面
の
問
題
の
基
盤
で
あ
る
。」
と
論
じ
て
い
た
。

　

千
田
九
一）

11
（

は
『
中
國
文
学
別
巻
』
の
「
復
刊
の
詞
」
に
、
戦
中
戦
後
、
文
学
者
の

心
境
変
化
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

終
戦
の
前
夜
ま
で
、
正
直
に
言
っ
て
、
わ
れ
ら
は
「
聖
戦
」
に
ひ
き
ず
ら
れ
て

ゐ
た
。（
略
）

昭
和
十
八
年
三
月
、
中
國
文
学
研
究
会
は
竟
に
解
散
し
、
雑
誌
「
中
國
文
學
」

は
休
刊
の
已
む
な
き
に
至
っ
た
。
わ
れ
ら
は
淋
し
か
っ
た
。
わ
れ
ら
も
、
犠
牲

に
な
っ
た
。
文
化
の
ぎ
り
ぎ
り
の
姿
に
身
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。（
略
）

遂
に
戦
争
は
豫
期
し
な
い
形
で
生
き
熄
ん
だ
。（
略
）
敗
戦
の
も
た
ら
し
た
唯

一
の
恩
恵
―
真
実
と
自
由
の
基
盤
に
立
っ
て
、
わ
れ
ら
は
更
め
て
隣
邦
支
那
を

敬
愛
し
、
ひ
た
す
ら
に
支
那
の
文
學
に
親
し
む
道
か
ら
日
本
文
化
の
復
興
を
念

じ
、
ひ
ろ
く
世
界
文
化
へ
の
貢
献
を
熱
願
す
る
も
の
で
あ
る
。（
四
頁
～
五
頁
）

　

辛
島
に
対
し
て
、
杉
は
、
戦
中
「
そ
の
自
信
力
を
私
は
憎
み
、
そ
の
弁
舌
の
さ
わ

や
か
さ
を
憎
み
、
そ
し
て
彼
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
権
力
を
憎
ん
だ
」（
七
九
頁
下

段　

一
七
～
一
八
）
と
言
っ
て
、
戦
後
、「
も
し
今
彼
を
憎
む
な
ら
、
彼
の
個
性
を

憎
む
の
で
あ
っ
て
、
背
後
の
権
力
を
憎
む
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
考
え

が
変
わ
っ
て
い
た
。
泰
淳
は
、
杉
の
口
を
借
り
て
戦
時
中
の
文
学
者
に
対
す
る
認
識

を
述
べ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

国
家
政
策
に
従
い
、
権
力
に
屈
服
す
る
か
、
或
い
は
反
抗
し
て
信
念
を
貫
く
か
、

こ
れ
は
、
個
人
の
個
性
に
関
係
す
る
。
戦
中
、
辛
島
の
よ
う
な
文
人
は
国
家
権
力
に

便
乗
、
迎
合
し
た
が
、
結
局
、
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
た
。
辛
島
を
処
罰
す
る
の
は
、

日
本
で
は
な
く
て
、
暗
殺
者
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
、「
日
本
精
神
」
の
誤
り
を
治

す
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
他
国
の
手
を
借
り
て
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

泰
淳
は
辛
島
の
死
を
通
し
て
、
戦
争
協
力
者
だ
っ
た
文
学
者
ら
に
処
罰
を
受
け
止

め
よ
う
と
発
信
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。同
時
に
、戦
争
の
協
力
者
で
あ
っ

た
自
身
は
ど
の
よ
う
に
「
歴
史
」
を
反
省
す
べ
き
か
を
模
索
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
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注（
１
）
川
西
政
明
『
武
田
泰
淳
伝
』（
東
京
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）

（
２
）
堀
田
善
衛
著
紅
野
謙
介
編
『
堀
田
善
衛
上
海
日
記
滬
上
天
下
一
九
四
五
』（
集
英
社
、

二
〇
〇
八
年
）
二
三
頁
、
二
四
頁

（
３
）《
中
国
境
内
日
本
侨
民
集
中
营
管
理
办
法
》（《
中
国
战
区
日
本
投
降
文
献
汇
编
第
二
册
》
中

華
民
國
陸
軍
總
司
令
部
、
一
九
四
五
年
、
全
国
图
书
馆
文
献
缩
微
复
制
中
心
、
二
〇
一
〇
年
）。

本
資
料
は
中
国
語
で
あ
る
。

第
一
条�

中
国
国
内
（
東
北
三
省
を
除
く
）
各
地
に
散
在
す
る
日
本
僑
民
は
、
当
該
地

区
の
中
国
陸
軍
の
受
降
を
担
当
す
る
指
揮
官
が
指
定
し
た
区
域
に
集
中
さ
せ
、

省
政
府
ま
た
は
市
政
府
に
そ
の
管
理
を
移
管
す
る
。

第
二
条�

日
本
僑
民
の
集
中
に
つ
い
て
、
各
地
区
の
中
国
陸
軍
の
受
降
を
担
当
す
る
指

揮
官
は
、
該
当
地
区
の
日
本
官
兵
善
後
連
絡
部
長
に
命
じ
て
収
容
者
の
名
簿

を
作
成
さ
せ
、
か
つ
そ
れ
に
従
っ
て
集
中
さ
せ
る
。

第
三
条�

命
令
に
従
っ
て
集
中
す
る
日
本
僑
民
は
、
衣
服
、
寝
具
、
炊
事
道
具
、
洗
面

道
具
、
及
ぶ
既
に
手
持
ち
の
食
料
な
ど
日
常
生
活
に
必
要
な
品
物
を
携
行
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
時
計
、
万
年
筆
、
図
書
（
軍
事
と
関
連
の
な
い
も
の
）

の
よ
う
な
私
有
物
品
を
持
ち
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
私
用
貨
幣
は
中
国
法

幣
五
千
元
（
偽
幣
の
場
合
、
中
国
政
府
が
決
め
た
為
替
率
で
変
換
で
き
る
）

ま
で
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
携
帯
が
許
さ
れ
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
携

帯
で
き
な
い
物
品
は
、
当
地
の
省
政
府
、
市
政
府
に
預
け
る
こ
と
と
す
る
。

携
帯
が
許
さ
れ
な
い
も
の
（
中
国
日
本
そ
の
他
の
国
の
貨
幣
、
金
品
、
宝
石

な
ど
）
価
値
の
あ
る
も
の
は
全
て
自
分
で
中
国
政
府
銀
行
に
預
托
し
、
将
来

の
賠
償
金
の
一
部
に
あ
て
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
記
念
品
を
除
く
。

第
四
条�

日
本
僑
民
の
集
中
期
間
は
、
各
地
区
の
受
降
を
担
当
す
る
指
揮
官
が
各
地
事

情
に
よ
っ
て
決
め
る
。

第
五
条�

期
限
内
に
命
令
に
従
っ
て
集
中
し
な
い
日
本
僑
民
は
、
各
地
区
の
受
降
を
担

当
す
る
指
揮
官
は
、
当
地
の
地
方
政
府
と
、
詳
し
く
調
査
し
強
制
的
に
集
中

さ
せ
、
命
の
安
全
を
保
障
し
な
い
。

第
六
条�

各
受
降
地
区
は
、
原
則
的
に
一
か
所
に
集
中
さ
せ
る
。
集
中
用
部
屋
が
足
り

な
い
場
合
、
複
数
の
居
住
地
に
集
中
さ
せ
る
。

第
七
条�

日
本
僑
民
集
中
居
住
区
は
、
指
定
さ
れ
た
集
中
用
部
屋
に
泊
ま
り
、
各
当
地

区
の
中
国
陸
軍
の
受
降
を
担
当
す
る
指
揮
官
は
、
同
省
政
府
、
市
政
府
と
担

当
者
を
派
遣
し
管
理
す
る
。

第
八
条　

各
地
区
の
日
本
僑
民
集
中
居
住
区
ご
と
に
日
本
僑
民
集
中
管
理
所
を
設
置
す

る
。
一
か
所
に
複
数
の
集
中
居
住
区
が
設
置
さ
れ
る
場
合
は
、
数
字
を
つ
け

て
こ
れ
を
区
別
す
る
。

第
九
条　

日
本
僑
民
集
中
管
理
所
に
一
人
所
長
を
設
置
す
る
。
下
に
、
事
務
内
容
の
複

雑
さ
に
よ
り
事
務
員
を
数
人
配
置
し
、
原
則
に
省
政
府
、
市
政
府
が
派
遣
す
る
。

第
十
条　

日
本
僑
民
集
中
管
理
所
の
雑
務
は
管
理
所
長
に
よ
り
、
日
本
僑
民
に
配
り
、

指
揮
す
る
。

第
十
一
条　

日
本
僑
民
集
中
居
住
区
の
警
備
は
、
各
当
地
区
の
中
国
陸
軍
の
受
降
を
担

当
す
る
指
揮
官
は
憲
警
或
い
は
部
隊
を
派
遣
し
担
当
す
る
。
各
地
区
の
管
理

所
所
長
の
命
令
を
受
け
る
。

第
十
二
条　

日
本
僑
民
集
中
管
理
規
則
は
、
当
地
の
状
況
に
よ
り
決
め
る
。
日
本
僑
民

の
外
部
と
の
通
信
は
検
閲
さ
れ
行
動
も
監
視
さ
れ
る
。
た
だ
し
家
族
が
一
緒

に
住
む
こ
と
、
お
よ
び
日
本
僑
民
自
ら
が
一
種
の
自
治
組
織
を
作
る
こ
と
は

許
可
し
、
管
理
の
利
便
性
を
図
る
。

第
十
三
条　

第
三
条
の
規
定
を
守
ら
な
い
日
本
僑
民
に
対
し
て
、
私
蔵
の
財
産
及
び
物

品
を
没
収
す
る
。
賠
償
が
で
き
な
い
。
管
理
規
則
を
守
ら
な
い
日
本
僑
民
は
、

管
理
所
が
中
国
法
律
に
従
い
受
理
し
、
状
況
が
深
刻
で
あ
る
日
本
僑
民
は
法

辦
に
渡
す
。

第
十
四
条　

日
本
僑
民
集
中
後
、
主
副
食
事
の
提
供
は
日
本
俘
虜
の
待
遇
と
一
致
す
る
。

原
則
に
各
地
区
の
省
政
府
、
市
政
府
が
担
当
す
る
。
た
だ
し
、
初
期
各
地
区

の
中
国
陸
軍
の
受
降
を
担
当
す
る
指
揮
官
が
代
理
す
る
。
と
同
時
に
、
主
副

食
事
の
提
供
は
、
代
金
券
の
発
行
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
実
物
と
代
金
は
、

必
ず
人
数
分
で
計
算
し
、
尚
管
理
所
所
長
が
受
け
取
り
、
日
本
僑
民
自
治
組

織
の
代
表
者
に
受
領
証
を
も
ら
う
。
こ
れ
は
、
将
来
中
国
政
府
は
日
本
政
府

に
弁
償
を
も
ら
う
証
拠
と
す
る
。
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第
十
五
条　

日
本
僑
民
管
理
所
に
は
日
本
僑
民
に
民
主
政
治
を
も
っ
て
、
軍
閥
主
義
を

消
し
さ
る
教
育
を
行
う
。

第
十
六
条　

日
本
僑
民
を
返
還
す
る
方
法
は
他
の
規
定
に
よ
る
。

第
十
七
条　

本
方
法
は
一
〇
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

　

陳
祖
恩
の
〈
上
海
日
本
人
居
留
民
战
后
遣
送
政
策
的
实
相
〉（《
社
会
科
学
》
二
〇
〇
四
年

第
一
二
期
）
に
よ
る
と
、
上
海
日
本
僑
民
集
中
営
に
は
保
甲
制
度
を
使
う
。
戸
を
単
位
に
、

戸
長
を
設
置
し
、
十
戸
を
甲
に
な
り
、
甲
長
を
設
置
す
る
。
日
本
僑
民
管
理
所
は
、
甲
長
会

議
を
開
き
、
日
本
僑
民
の
日
常
管
理
と
思
想
教
育
を
強
化
す
る
と
い
う
。

　

呉
慶
生
の
〈
战
后
日
本
军
队
及
侨
民
的
收
容
、
管
理
和
遣
送
〉（《
绍
兴
文
理
学
院
学
报
》

第
二
〇
卷
第
三
期
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
に
よ
る
と
、
毎
日
午
前
六
時
以
前
、
及
び
午
後
八
時

以
降
は
、
留
営
時
間
で
あ
る
た
め
、
外
出
禁
止
と
い
う
。

（
４
）『
武
田
泰
淳
全
集　

第
十
六
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）
四
六
二
頁

（
５
）
泰
淳
の
引
き
揚
げ
の
時
間
は
、
今
ま
で
三
説
が
あ
る
。
川
西
政
明
は
、
一
九
四
六
年
二
月
三

日
に
上
海
を
出
港
、病
人
の
大
家
の
野
々
口
と
一
緒
に
、病
人
を
運
ぶ
引
き
上
げ
船
「
高
砂
丸
」

号
に
乗
り
、
日
本
に
戻
っ
た
後
に
、
五
日
に
鹿
児
島
に
着
い
た
。
あ
る
い
は
二
月
一
一
日
、

上
海
を
出
港
し
、一
三
日
に
鹿
児
島
に
着
い
た
。
こ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
の
船
に
泰
淳
は
乗
っ

て
い
た
と
川
西
が
言
っ
て
い
る
。
一
方
、
古
林
尚
の
「
武
田
泰
淳
年
譜
」（
一
九
八
〇
年
）

に
よ
る
と
、「
四
月
、
引
揚
げ
船
で
帰
国
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、『
堀
田
善
衛
上
海
日

記
滬
上
天
下
一
九
四
五
』
に
は
、「
Ｔ
は
三
月
十
七
日
に
、
Ｉ
は
三
月
三
十
一
日
に
、
Ａ
は

四
月
八
日
に
、
Ｎ
は
四
月
十
六
日
に
、
夫
々
皆
か
え
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
書
い
て
あ
る
。
Ｔ

は
泰
淳
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
日
記
に
よ
る
と
、
泰
淳
は
一
九
四
五
年
三
月
一
七
日
、
上

海
を
離
れ
た
ら
し
い
。
即
ち
、
泰
淳
の
引
揚
げ
時
間
は
、
二
月
、
三
月
、
四
月
と
異
な
る
論

述
が
あ
る
。

（
６
）
黄
翠
娥
「
終
戦
前
後
の
上
海
に
つ
い
て
―
武
田
泰
淳
の
「
上
海
も
の
」
を
中
心
に
」（『
台
大

日
本
語
文
研
究
』
二
二
号
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
七
二
頁
、
七
三
頁
に
参
照
。

「
上
海
化
」
一
九
四
四
年
八
月
十
日　
『
大
陸
新
報
』『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
十
八
巻

「
秋
の
銅
像
」
一
九
四
六
年
九
月　
『
文
化
人
の
科
学
』『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
一
巻

「
異
国
放
浪
」
一
九
四
六
年
一
〇
月
『
中
国
文
学
』『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
十
二
巻

「
審
判
」
一
九
四
七
年
四
月
『
批
判
』『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
二
巻

「
蝮
の
す
え
」
一
九
四
七
年
八
月
か
ら
一
〇
月
に
『
進
路
』『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
二
巻

「
才
女
」『
随
筆
中
国
』
第
二
号
（
発
行
年
月
未
詳
）
に
載
せ
、後
、一
九
四
七
年
一
一
月
に
『
才

人
佳
人
』
に
収
録
。『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
一
巻

「
滅
亡
に
つ
い
て
」
一
九
四
八
年
四
月
『
花
』『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
十
二
巻

「
非
革
命
者
」一
九
四
八
年
五
月『
文
芸
』一
九
四
八
年
一
一
月
か
ら
一
二
月『
小
説
界
』。『
武

田
泰
淳
全
集
』
第
二
巻

「
苦
笑
の
前
後
」
一
九
四
八
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
『
小
説
界
』。『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
二

巻「
月
光
都
市
」
一
九
四
八
年
一
二
月
『
人
間
美
学
』
一
九
四
八
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
『
小

説
界
』。『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
一
巻

「
Ｆ
花
園
十
九
号
」
一
九
五
〇
年
九
月
『
文
学
界
』
一
九
四
八
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
『
小

説
界
』。『
武
田
泰
淳
全
集
』
第
三
巻

「
上
海
の
蛍
」
一
九
七
六
年
二
月
か
ら
九
月
ま
で
に
『
海
』　

武
田
泰
淳
全
集
』
第
十
八
巻

（
７
）
立
石
伯
『
武
田
泰
淳
論
』（
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
八
三
頁

（
８
）
清
原
万
里
「『
蝮
の
す
え
』
論
―
『
罪
』
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
近
代
文
学
試
論
』
第

二
五
号
、
一
九
八
七
年
）
二
九
頁

（
９
）（
７
）
に
同
じ
、
八
八
頁

（
10
）
渡
部
範
子
「
武
田
泰
淳
論
―
『
司
馬
遷
』
か
ら
『
蝮
の
す
え
』
ま
で
―
」（『
日
本
文
学
論
叢
』

第
一
〇
巻
、
一
九
八
一
年
三
月
）
六
六
頁

（
11
）
服
部
一
希
「『
蝮
の
す
え
』
論
」（『
日
本
文
学
誌
要
』
第
四
〇
号
、
一
九
八
九
年
）
七
三
頁

（
12
）
道
園
達
也
「
武
田
泰
淳
『
蝮
の
す
ゑ
』
論
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
三
四
号
、
一
九
九
九

年
三
月
）

（
13
）
李
慶
保
《
武
田
泰
淳
〈
蝮
蛇
的
后
裔
〉
人
物
分
析
》（《
安
徽
文
学
（
下
半
月
）》、
二
〇
〇
九

年
五
月
）
二
〇
九
頁

（
14
）
陳
文
『
武
田
泰
淳
「
蝮
の
す
え
」
―
知
識
人
と
し
て
の
精
神
的
主
体
性
の
再
構
築
―
』（
修

士
論
文
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）

（
15
）
同
（
６
）、
八
八
頁

（
16
）
小
田
切
秀
雄
「
蝮
の
す
え
」（『
武
田
泰
淳
研
究
』、
一
九
七
三
年
）
三
二
八
頁

（
17
）
陳
祖
恩
『
上
海
に
生
き
た
日
本
人
―
幕
末
か
ら
敗
戦
ま
で
―
』（
大
修
館
書
房
、二
〇
一
〇
年
）
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（
18
）
榎
本
泰
子
『
上
海　

多
国
籍
都
市
の
百
年
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）

（
19
）
熊
文
莉
「
無
国
籍
者
と
の
出
会
い
―
武
田
泰
淳
の
上
海
体
験
―
」（『
日
语
教
育
与
日
本
学
研

究
论
丛
』
第
三
号
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
一
〇
七
頁

（
20
）
羽
根
田
市
治
『
夜
話　

上
海
戦
記
』（
論
創
社
、
一
九
八
四
年
）
二
五
四
頁
、
二
五
五
頁

（
21
）
歴
史
学
研
究
会
編
『
戦
後
日
本
史
１
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
一
年
）
三
九
頁

（
22
）
児
島
襄
『
東
京
裁
判　

上
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
）
七
頁

（
23
）（
16
）
に
同
じ
、
三
三
一
頁

（
24
）
吉
田
裕
「
歴
史
は
い
か
に
現
れ
る
か
―
武
田
泰
淳
の
『
司
馬
遷
』
と
『
蝮
の
す
え
』
に
つ

い
て
」（『
早
稲
田
文
学
〔
第
八
次
〕（
八
四
）』、
一
九
八
三
年
五
月
）
一
一
〇
頁

（
25
）
岸
本
隆
生
『
武
田
泰
淳
論
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
六
年
）
五
二
頁

（
26
）（
13
）
に
同
じ
、
二
一
〇
頁

（
27
）（
８
）
に
同
じ
、
三
三
頁

（
28
）
松
本
陽
子
「
武
田
泰
淳
『
蝮
の
す
え
』
論
―
殺
害
決
行
に
至
る
道
程
―
」（『
論
潮
』
第
一
巻
、

二
〇
〇
八
年
六
月
）
一
四
頁

（
29
）
竹
内
卓
郎
「
武
田
泰
淳
『
蝮
の
す
え
』
に
お
け
る
「
私
」
の
辛
島
殺
害
に
至
る
き
っ
か
け
に

つ
い
て
」（『
明
治
学
院
大
学
大
学
院
国
際
学
研
究
紀
要
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

五
頁

（
30
）
伊
豆
利
彦
「
日
本
の
近
代
と
ア
ジ
ア
‥
『
大
東
亜
戦
肯
定
論
』
と
夏
目
漱
石
・
武
田
泰
淳
」（『
日

本
文
学
』
第
四
二
巻
一
号
、
一
九
九
三
年
一
月
）
五
六
頁

（
31
）（
16
）
に
同
じ
、
三
三
一
頁

（
32
）
菜
館
と
酒
楼
は
区
別
し
が
た
い
が
、
菜
館
は
昼
は
茶
を
吞
み
な
が
ら
、
世
間
話
、
商
談
な
ど

の
情
報
所
に
な
っ
て
い
る
が
、
夜
は
一
転
し
て
売
春
婦
な
ど
の
稼
ぎ
場
で
婦
人
や
子
供
な
ど

は
同
伴
で
き
る
場
所
で
は
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。
羽
根
田
市
治
『
夜
話　

上
海
戦
記
』（
論

創
社
、
一
九
八
四
年
）
一
五
九
頁
に
参
照
。

（
33
）
板
垣
直
子
『
現
代
日
本
の
戦
争
文
学
』（
六
興
商
会
出
版
部
、
一
九
四
三
年
）
一
八
九
頁

（
34
）
巌
谷
大
四
『
非
常
時
日
本
文
壇
史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
年
）
四
二
頁
、
四
七
頁

（
35
）（
16
）
に
同
じ
、
二
八
六
頁

（
36
）（
８
）
に
同
じ
、
三
四
頁

（
37
）（
16
）
に
同
じ
、
二
八
二
頁

（
38
）
奥
泉
光　

松
永
美
穂　

鹿
島
田
真
希
「
合
評
『
蝮
の
す
え
』『
わ
が
子
キ
リ
ス
ト
』」（『
群
像
』

第
六
五
号
、
二
〇
一
〇
年
一
月
）
一
四
一
頁

（
39
）
羽
根
田
市
治
『
上
海
の
縣
城
志
』（
竜
渓
書
舎
、
一
九
七
八
年
）
八
八
頁
、
八
九
頁

（
40
）
吉
行
エ
イ
ス
ケ
『
新
し
き
上
海
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
』（
先
進
社
、
一
九
三
二
年
）
四
六
頁

（
41
）
陳
祖
恩
「
上
海
日
本
人
居
留
民
戦
後
送
還
政
策
の
実
情
」（『
北
東
ア
ジ
ア
研
究
』
第
一
〇
号
、

二
〇
〇
六
年
）
三
三
頁

（
42
）
臼
井
吉
見
「
人
生
非
情
の
傍
観
者
―
武
田
泰
淳
論
」（『
文
学
界
』
第
六
巻
三
号
、
一
九
五
二

年
三
月
）
一
一
六
頁

（
43
）（
24
）
に
同
じ
、
一
一
一
頁

（
44
）
松
原
新
一
・
磯
田
光
一
・
秋
山
駿
著
『
現
代
の
文
学
別
巻　

戦
後
日
本
文
学
史
・
年
表
』（
講

談
社
、
一
九
七
八
年
）
四
四
頁

（
45
）
中
野
重
治
「
文
学
者
の
国
民
と
し
て
の
立
場
」（『
中
野
重
治
全
集　

第
十
二
巻
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
九
年
）
二
八
頁

（
46
）
千
田
九
一
「
復
刊
の
詞
」（『
中
国
文
学
別
巻
』
第
九
号
、
生
活
社
、
一
九
四
六
年
三
月
）
四

頁
～
五
頁

「
付
記
」�「
蝮
の
す
え
」
の
文
章
の
引
用
は
『
武
田
泰
淳
全
集　

第
二
巻
』（
筑
摩
書
房
、一
九
七
一
年
）

�
�「

司
馬
遷
」
の
文
章
の
引
用
は
『
武
田
泰
淳
全
集　

第
一
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、一
九
七
一
年
）

に
依
っ
た
。

＊
引
用
文
の
漢
字
は
、
現
行
の
字
体
に
統
一
し
、
仮
名
遣
い
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
三
年
次
）
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husband�are�the�only�characters�that�m
anage�to�return�to�Japan.�

T
his�novel�w

as�first�published�in�1947�against�the�backdrop�of�the�
T
okyo�W

ar�Crim
es�T

rials.�T
he�T

rials�w
ere�conducted�under�the�

guidance�of�the�U
nited�States,�and�the�guilt�of�w

ar�crim
es�w

as�judged�
not�by�the�Japanese�them

selves�but�by�a�foreign�pow
er.�T

he�author,�
w
ho�w

itnessed�the�end�of�the�w
ar�in�Shanghai�as�a�ruler,�suddenly�

finds�him
self�as�one�of�the�ruled.�T

hrough�the�death�of�K
arashim

a�in�
M
am
ushi�no�sue,�T

aijun�T
akeda�w

as�trying�to�get�across�the�m
essage�

(that�those�in�the�literary�com
m
unity�should�not�hide�from

�the�fact�
that�they�too�w

ere�w
ar�crim

inals�w
ho�assisted�in�the�w

ar,�and�should�
therefore�accept�som

e�form
�of�punishm

ent.�Sim
ultaneously,�it�could�

perhaps�be�said�that�the�author�is�also�looking�for�som
e�w
ay�to�show

�
his�regret�about�recent�‘history’�in�his�capacity�as�a�collaborator.

［K
eyw
ords

］T
aijun�T

akeda,�regret�for�the�w
ar,�Shanghai,�K

arashim
a,�

m
urder

T
aijun�T

akeda’s�view
s�on�China�around�1947�-�centering�on�the�death�

of�K
arashim

a�in�the�novel� M
am
ushi�no�sue�

LI�N
ana

［A
bstract

］M
am
ushi�no�sue�[‘T

he�V
iper’s�D

escendants”)�is�set�in�
Shanghai�im

m
ediately�follow

ing�the�end�of�W
orld�W

ar�II�in�1945,�and�
is�a�tale�portraying�the�lives�of�the�Japanese�residents�in�the�city�after�
Japan’s�defeat�in�the�w

ar.
In�this�paper�I�focus�on�the�persona�of�K

arashim
a,�the�m

ale�
protagonist,�and�his�death.�D

uring�W
orld�W

ar�II,�K
arashim

a,�w
ho�

represents�Japan’s�pow
er�propagates�“the�Japanese�spirit,”�but�after�

the�w
ar�spends�a�m

ore�favored�life�than�the�average�Japanese�citizen�
despite�the�know

ledge�that�he�w
ill�be�sentenced�to�death�if�caught�by�

the�C
hinese�authorities.�H

aving�stolen�the�w
ife�of�one�of�his�

subordinates,�he�takes�her�w
ith�him

�to�the�French�quarter�w
here�

they�attem
pt�to�hide.�

O
n�the�night�of�the�fifth�day�of�the�old�N

ew
�Y
ear�in�post�w

ar�
Shanghai,�the�character�Sugi�attem

pts�to�follow
�her�request�of�

m
urdering�K

arashim
a.�H
ow
ever,�a�Chinese�or�K

orean�assassin�that�
she�has�arranged�has�already�killed�K

arashim
a�w
ith�a�m

eat�cleaver.�If�
K
arashim

a�is�not�killed,�there�is�a�chance�that�he�w
ill�kill�Sugi.�In�the�

end,�Sugi�suggests�that�“

….perhaps�living�is�not�so�diffi
cult�after�all

….”�
But�K

arashim
a�w
ho�represents�the�pow

er�and�history�of�Japanese�
m
ilitarism

,�is�not�able�to�live�out�his�life.�Sugi,�the�w
om
an�and�her�sick�


